
　　　高知県こども計画の概要　　　　　　　

１.計画策定の趣旨
関係法令
等

こども基本法第10条、こども大綱、こどもまんなか実行計画、
高知県子ども条例

計画期間 令和７～11年度の５年間

計画理念
すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生
活を送ることができる高知県 
～豊かな自然の中で夢を持ってのびのびと遊び、学んで心豊
かに成長できる高知家～ 

取組方針
・理念の実現のために、「こども大綱」に示されている６つの
 方針に基づき、こども施策に取り組む
・こどもの意見表明権が保障されていることを認識し、こどもの
 意見を踏まえてニーズに沿った取組を展開

検討主体
高知県少子化対策推進県民会議（こども計画策定部会）
・子育て支援、幼児保育、ＰＴＡ、児童福祉、保健・医療、
 労働関係、青年、子育て当事者、有識者等の代表者12
 名で構成

３．関連計画の一体化

高知県
こども計画

次世代育成支援
行動計画

子ども・若者育成
支援計画

子どもの貧困対策
推進計画

子ども子育て支援
事業支援計画

ひとり親家庭等
自立促進計画

子どもの環境
づくり推進計画

２．計画の位置づけ

都道府県こども計画

こども基本法
こども大綱、こどもまんなか実行計画

市町村こども計画勘案

勘案 勘案

４．策定スケジュール
 R6.2.14　県民会議総会・・策定方針、部会設置の報告

 R6.5.24　第１回部会・・・素案の方向性の協議

 R6.10.16　第２回部会・・・素案の審議

 R6.11～２　意見聴取(HP、子育て応援アプリ、学校訪問等)　

 R7.3中旬　２月議会・・・パブコメ結果、最終案の報告

 R7.3下旬　第３回部会・・最終案の審議

 R6.12中旬　12月議会・・パブコメ案の報告

 R7.1中旬 　パブリックコメントの実施（１か月間）

 計画策定

要素の盛込
元気な未来
創造戦略

日本一の健康
長寿県構想

地域福祉支援
計画

教育大綱・教育
振興基本計画
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